
南関町における学校運営協議会と
地域学校協働活動の一体的推進

南関町の各小中学校に学校運営協議会が設置され令和４年度で６年目、平成
１９年に発足した学校応援団事業も地域学校協働活動と名称を変え１５年目とな
りました。
令和３年度から学校運営協議会と地域学校協働活動（学校応援団等）との一
体的推進を図るため、両組織の運営委員会を合同で実施しており、令和４年度
も３回の合同会を実施しました。８０名程の合同会のメンバーが、「学力向上」・
「心づくり」・「体づくり」・「環境充実」の四つの部会（令和２年度から設置）で協議
を深め課題に対する取組みを充実させています。



平成１９年度
南関町では、「地域」で「子供（学校）」を支えるために、町単独

事業として「学校応援団事業」を開始し、「統括コーディネーター」
を配置しました。

南関町での学校と地域連携のあゆみ

平成２３年４月
文科省事業「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進業」

への取組みが開始されました。このときに、各学校へのコーディネー
ター配置、取組みも多用化しました。

【取組み内容】
「学校支援地域本部事業」、「放課後子供教室推進事業」

平成２９年４月
学校評議員制度を廃止し『南関町学校運営協議会』スタート
南関町の４つの小学校と中学校に学校運営協議会を設置

平成３０年４月
『学校応援団』を『地域学校協働活動』として再々スタート

◎学校運営協議会とは
法律に基づき教育委員会により任命された委員が、一定の権限を持っ
て、学校の運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機関
のことです。（３つの役割があります）
①校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること
②学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる
③教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育
委員会に意見を述べることができる

※この学校運営協議会が設置された学校をコミュニティ・スクールといいます。

◎地域学校協働活動とは
地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、｢学校を核とした地域づ
くり｣ を目指して、学校と地域が相互にパートナーとなり連携・協働して行う様々
な活動のことです。
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令和２年４月
『町学校運営協議会全大会』と『町地域学校協働活動運営委員会』に、
「学力向上部」「心づくり部」「体づくり部」「環境充実部」の４つの部
会を設置した。

令和３年４月
単独で実施していた『町学校運営協議会全大会』と『町地域学校協働活

動運営委員会』を、合同で年間３回実施することにした。

平成１３年度：中学校で学校評議員会スタート
平成１４年度：小学校で学校評議員会スタート
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四つの部会に、各学校の先生方や学校運営協議会委員・推進員・ＰＴＡ、町関係者
が分散して参加することにより、各学校の取り組みの良さや課題及び課題解決策等が
協議され、協議された内容は各学校やＰＴＡ・それぞれの組織等に持ち帰り、町単位
での取り組みを実践する。そういった五者連携での活動とする。
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８０名が四つの部会に分かれて課題から対策まで協議

町関係者

令和４年度部会構成（令和３年度から各学校のＰＴＡ各部会代表４名も参加）

学力向上部 心づくり部 体づくり部 環境充実部

南関第一小学校

学校運営協議会
地域学校協働活動推進員(記録) ＰＴＡ代表 校長(町学校保健委員会担当) 地域連携担当教職員(司会)

学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員

地域学校協働活動
地域学校協働活動推進員(記録) ＰＴＡ代表 校長(町学校保健委員会担当) 地域連携担当教職員(司会)

PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表

南関第二小学校

学校運営協議会
校長(町学力向上研究協議会担当) 地域連携担当教職員(司会) 地域学校協働活動推進員(記録) ＰＴＡ代表

学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員

地域学校協働活動
校長(町学力向上研究協議会担当) 地域連携担当教職員(司会) 地域学校協働活動推進員(記録) ＰＴＡ代表

PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表

南関第三小学校

学校運営協議会
地域学校協働活動推進員(記録) ＰＴＡ代表 校長(町小学校体育連盟担当) 地域連携担当教職員(司会)

学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員

地域学校協働活動
地域学校協働活動推進員(記録) ＰＴＡ代表 校長(町小学校体育連盟担当) 地域連携担当教職員(司会)

PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表

南関第四小学校

学校運営協議会
地域連携担当教職員(司会) 地域学校協働活動推進員(記録) ＰＴＡ代表 校長(町PTA連絡協議会担当)

学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員

地域学校協働活動
地域連携担当教職員(司会) 地域学校協働活動推進員(記録) ＰＴＡ代表 校長(町PTA連絡協議会担当)

PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表

南関中学校

学校運営協議会
ＰＴＡ代表 校長(町生徒指導担当者会担当) 地域連携担当教職員(司会) 地域学校協働活動推進員(記録)

学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員 学校運営協議会委員

地域学校協働活動
ＰＴＡ代表 校長(町生徒指導担当者会担当) 地域連携担当教職員(司会) 地域学校協働活動推進員(記録)

PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表 PTA部会代表

学校運営協議会
地域学校協働活動

地域おこし協力隊 社会福祉協議会
町養護教諭部会代表
Ａlifeなんかん

町学校事務職員代表
ボランティア連絡協議会

南関町教育委員会
教育課長
学校教育専門指導員

生涯学習係主事
統括的地域学校協働活動推進員

教育課長補佐
生涯教育係長

教育課長補佐
町CSディレクター
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学力向上部

心づくリ部
  Ｂ　町内・地域行事等への児童生徒の参画

体づくり部

環境充実部

Ａ いじめ不登校対策
（SNSラインの使い方・課題となって
いる長時間のゲームについて）

Ａ 教育機器の整備や活用支援
(タブレットの活用に係る環境整備)

Ｂ 体験活動やキャリア教育の支援
（地域教育力の活用）

Ａ 食に関する指導
(朝食と偏食について)

Ｂ 望ましいスポーツ環境整備
(日常的にできる体力向上について)

Ａ 除草や樹木の剪定等の環境美化
(望ましい学習環境のための環境整備)

Ｂ 安全・安心な登下校
(見守り・通学環境について)
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家庭(PTA)

地域

行政

学校

児童生徒

家庭(PTA)

地域

行政

学校

児童生徒

家庭(PTA)

地域

行政

学校

児童生徒
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地域

行政
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◎除草や樹木の選定等の環境美化
ＰＴＡや学校応援団の支援をいただきながら環境美化に努める。
働き方改革から考えると限界もあるが、児童生徒や来校者が行き来する場
所の朝の点検や対応に努める。
掃除の時間には、自分が担当する場所を考えながら掃除をする。
児童会や生徒会でできる取り組みを考え実践する。
ごみの持ち帰りや廊下等でのごみ拾いに心掛ける。
定期的なＰＴＡや親子による美化作業を実践する。
来客を伴う学校行事前の環境美化に協力する。
ＰＴＡのOB会やOG会にも環境美化への協力を依頼する。

学校応援団による環境美化も、特定の少数の方の負担を軽減するため登録
者を増やし、多数の協力が得られるようにする。

校内の高木等の剪定や害虫の消毒にかかる予算(令和４年度は3,834,600
円)を今後も継続する。町道や通学路の歩道の整備にも建設課から一千万
以上の予算を計上し業者に依頼してある。除草剤についての研修を行う。

体
づ
く
り
部

◎食に関する指導（朝食と偏食について）
体温や朝食の摂取の確認は、今後も継続する。
食に関する指導やリクエスト給食などを通して栄養面なども考えさせなが
ら、食に関する意識を向上させる。

リクエスト給食などを通して栄養面なども自分たちで考える。
朝食づくりの動画を視聴して、朝食を自分でも作れるようになる。

10分で作れる朝食づくりの動画を視聴することにより、朝食の大切さを理
解し偏りのない朝食づくりを行う。

児童生徒が興味関心を持ち、短時間でできるような朝食づくりのレシピや
動画を作成する。
お婆ちゃんの豆知識や旬の野菜を使った朝食の作り方を紹介する。
簡単な朝食づくりの動画を紹介する。
南関町学校給食委員会や給食センター・栄養教諭と連携しながら、朝食摂
取100％を目指す。

心
づ
く
り
部

◎いじめ不登校対策(SNSやLINEの使い方･課題となっている長時間のゲームについて)

不登校及びいじめに関するアンケートや担任による教育相談を継続し、適
応指導教室や行政・主任児童委員と連携した支援を行う。
情報モラル教育やノーメディアデーの取り組みを小中連携で推進する。

「いじめ」をしない・させない取り組みを児童会や生徒会で取り組む。
児童生徒やＰＴＡで作成したスマホ等の利用規定を再度共有し実践する。

子どもがスマホ等の端末を使用する内容や時間については親がしっかりと
管理し、親も子どもの前でスマホ等を扱う時間を自粛する。また、中学校
が生徒会とＰＴＡで作成したスマホ等の利用規定を共有し実践する。
登下校中の児童生徒には、地域の者から声掛けを行う。
児童生徒が地域の方と交流したり地域で体験活動ができるよう支援する。
学校・行政・主任児童委員が連携して子どもや家庭へのサポートを行う。
南関町の子どもたちの「育ちのものさし」の普及・啓発活動を行う。
学校へ行きづらい子どもたちの居場所（適応指導教室等）を確保する。
体験を通して学ぶ機会を持てるように支援する。

学校運営協議会＆地域学校協働活動　action　plan

学
力
向
上
部

◎教育機器の整備や活用支援（タブレットの活用に係る環境整備）
タブレットは、子どもが学びの主体者となるための道具であることを認識
し、研究授業を実践しながらＩＣＴ活用の普及や推進に努める。

ＩＣＴを日常的なツールとして活用できるよう、タブレット等の端末の活
用能力を高める。

親もタブレット等の端末の活用能力を高め、子どもへの支援やチェックが
できるようになる。そのためＰＴＡ主催等の研修会に参加する。

ＳＮＳやネット上のトラブルに巻き込まれないよう、ネットテラシー(情
報モラル）の向上に協力する。

学校や地域の中でもタブレットを使用できる環境整備を進める。WiFiの環
境整備が必要な家庭には、無線LANルーターの貸し出しを行う。
保護者の皆様への「家庭学習の手引き」の普及・啓発活動を行う。
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【地域学校協働活動取組み例】

令和元年度から町内全ての小学校６年生を対象に、町内の陶

芸家を講師として伝統工芸学習(作陶体験)が始まりました。
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南関町のホームページ内に「学校運営協議会＆地域学校協働活動だより」を掲
載し、様々な活動を紹介しています。


